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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月4日(2010.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタのゲート電極として機能する部分を有する、ゲート線と、
　ゲート絶縁膜と、
　該基板上に前記ゲート線および前記ゲート絶縁膜が順次形成される、基板と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極として機能する
部分を有する、データ線と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのソース電極として機能する部
分を有する、画素電極と、
　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜上に形成される酸化物半導体層と、
　前記データ線、前記画素電極、および前記酸化物半導体層上に形成される保護膜と、
　を備える画素を備える表示装置であって、
　前記データ線および前記ドレイン電極は１つの連続した層から作製され、
　前記画素電極および前記ソース電極は１つの連続した層から作製され、
　前記酸化物半導体層は前記ドレイン電極および前記ソース電極と直接に接続され、かつ
前記データ線と前記画素電極が別の導電膜から構成されていることを特徴とする表示装置
。
【請求項２】
　前記ドレイン電極および前記ソース電極の上層に前記酸化物半導体層が形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記ドレイン電極および前記ソース電極のうちの一方の上層に前記酸化物半導体層が形
成され、該酸化物半導体層の上層に前記ドレイン電極および前記ソース電極のうちの他方
が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記酸化物半導体層の上層に前記ドレイン電極および前記ソース電極が形成されている
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ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記データ線が金属、あるいは金属とその他の導電膜の積層膜、あるいは金属と半導体
膜の積層膜のうちの１つから構成され、前記画素電極が透明導電膜から構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　平面的に観た場合、前記ドレイン電極および前記ソース電極のうちの少なくとも一方が
前記ゲート電極と重なりを持つことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　薄膜トランジスタのゲート電極として機能する部分を有する、ゲート線と、
　ゲート絶縁膜と、
　該基板上に前記ゲート線および前記ゲート絶縁膜が順次形成される、基板と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極として機能する
部分を有する、データ線と、
　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜上に形成される酸化物半導体層と、
　前記ゲート絶縁膜、前記データ線、および前記半導体層上に形成される保護膜と、
　前記保護膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのソース電極として機能する部分を有
し、前記保護膜に形成されたスルーホールを通して前記薄膜トランジスタのソースと接続
されている、画素電極と、
　を備える画素を備える表示装置であって、
　前記データ線および前記ドレイン電極は１つの連続した層から作製され、
　前記画素電極および前記ソース電極は１つの連続した層から作製され、
　前記酸化物半導体層は前記ドレイン電極および前記ソース電極と直接に接続されている
ことを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　前記ドレイン電極の上層に前記酸化物半導体層が形成され、該ドレイン電極および該酸
化物半導体層の上層に前記保護膜が形成されていることを特徴とする請求項７に記載の表
示装置。
【請求項９】
　前記酸化物半導体層の上層に前記ドレイン電極が形成され、該酸化物半導体層および該
ドレイン電極の上層に前記保護膜が形成されていることを特徴とする請求項７に記載の表
示装置。
【請求項１０】
　前記酸化物半導体層の上に前記保護膜が形成され、
　前記保護膜の上層に前記データ線が形成され、該データ線は、該保護膜に形成された別
のスルーホールを通して前記薄膜トランジスタのドレインと接続され、
　前記保護膜の上層に前記画素電極が形成され、該画素電極は、該保護膜に形成された前
記スルーホールを通して前記薄膜トランジスタのソースと接続されていることを特徴とす
る請求項７に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記データ線および前記画素電極が同一の導電膜から構成されていることを特徴とする
請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記データ線が金属、金属および別の導電膜の積層膜、並びに金属および半導体膜の積
層膜のうちの１つから構成され、
　前記画素電極が透明導電膜から構成されていることを特徴とする請求項７に記載の表示
装置。
【請求項１３】
　前記ゲート電極と、前記ドレイン電極および前記ソース電極のうちの少なくとも一方が
互いに重なりを持つことを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
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【請求項１４】
　前記酸化物半導体層の領域の一部分を改質により低抵抗化し、該改質により低抵抗化し
た領域の部分に前記データ線および前記画素電極のうちの少なくとも一方を接続すること
を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記酸化物半導体層の領域の一部分を改質により低抵抗化し、該改質により低抵抗化し
た領域の部分に前記データ線および前記画素電極のうちの少なくとも一方を接続すること
を特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項１６】
　薄膜トランジスタのゲート電極として機能する部分を有する、ゲート線と、
　ゲート絶縁膜と、
　該基板上に前記ゲート線および前記ゲート絶縁膜が順次形成される、基板と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極として機能する
部分を有する、データ線と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのソース電極として機能する部
分を有する、画素電極と、
　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜上に形成される酸化物半導体であって、前記薄
膜トランジスタのチャネルとして機能する部分を有する、酸化物半導体層と、
　前記データ線、前記画素電極、および前記半導体層上に形成される保護膜と、
を備える画素を備える表示装置であって、
　（ａ）前記データ線、前記ドレイン電極、および前記チャネル、並びに（ｂ）前記ソー
ス電極、前記画素電極、および前記チャネルのうちの少なくとも一方は１つの連続した層
から作製され、該１つの連続した層は、前記チャネルを形成する第１の部分を有し、該１
つの連続した層は、前記データ線および前記画素電極のうちの少なくとも一方を形成する
第２の部分を有し、前記第１の部分は前記第２の部分の抵抗よりも高い抵抗を有すること
を特徴とする表示装置。
【請求項１７】
　前記データ線が前記酸化物半導体層の前記改質により低抵抗化された領域の部分から構
成され、該酸化物半導体層の上層に前記保護膜が形成され、
　前記保護膜の上層に前記画素電極が形成され、該画素電極は、該保護膜に形成されたス
ルーホールを通して前記薄膜トランジスタのソースに接続されていることを特徴とする請
求項１６に記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記ドレイン電極が前記ゲート電極と重なりをもって形成され、
　前記ドレイン電極の上層に前記酸化物半導体層が形成され、
　前記酸化物半導体層の領域の一部分が低抵抗化されて前記画素電極が形成されているこ
とを特徴とする請求項１６に記載の表示装置。
【請求項１９】
　平板状の対向電極に絶縁膜を介して重ねて配置される櫛歯形状の画素電極であって、
　前記平板状の対向電極は、コモン線を介して該櫛歯形状の画素電極に供給される映像信
号に対して基準となる電圧信号を供給されることを特徴とする請求項１に記載の表示装置
。
【請求項２０】
　平板状の対向電極に絶縁膜を介して重ねて配置される櫛歯形状の画素電極であって、
　前記平板状の対向電極は、コモン線を介して該櫛歯形状の画素電極に供給される映像信
号に対して基準となる電圧信号を供給されることを特徴とする請求項７に記載の表示装置
。
【請求項２１】
　平板状の対向電極に絶縁膜を介して重ねて配置される櫛歯形状の画素電極であって、
　前記平板状の対向電極は、コモン線を介して該櫛歯形状の画素電極に供給される映像信
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号に対して基準となる電圧信号を供給されることを特徴とする請求項１６に記載の表示装
置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（１）本発明による表示装置は、たとえば、薄膜トランジスタのゲート電極として機能す
る部分を有する、ゲート線と、
　ゲート絶縁膜と、
　該基板上に前記ゲート線および前記ゲート絶縁膜が順次形成される、基板と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極として機能する
部分を有する、データ線と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのソース電極として機能する部
分を有する、画素電極と、
　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜上に形成される酸化物半導体層と、
　前記データ線、前記画素電極、および前記酸化物半導体層上に形成される保護膜と、
　を備える画素を備える表示装置であって、
　前記データ線および前記ドレイン電極は１つの連続した層から作製され、
　前記画素電極および前記ソース電極は１つの連続した層から作製され、
　前記酸化物半導体層は前記ドレイン電極および前記ソース電極と直接に接続され、かつ
前記データ線と前記画素電極が別の導電膜から構成されていることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
（５）本発明による表示装置は、たとえば、（１）の構成を前提とし、前記データ線が金
属、あるいは金属とその他の導電膜の積層膜、あるいは金属と半導体膜の積層膜のうちの
１つから構成され、前記画素電極が透明導電膜から構成されていることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
（６）本発明による表示装置は、たとえば、（１）の構成を前提とし、平面的に観た場合
、前記ドレイン電極および前記ソース電極のうちの少なくとも一方が前記ゲート電極と重
なりを持つことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
（７）本発明による表示装置は、たとえば、ゲート線であって、薄膜トランジスタのゲー
ト電極として機能する部分を有する、ゲート線と、
　ゲート絶縁膜と、
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　該基板上に前記ゲート線および前記ゲート絶縁膜が順次形成される、基板と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極として機能する
部分を有する、データ線と、
　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜上に形成される酸化物半導体層と、
　前記ゲート絶縁膜、前記データ線、および前記半導体層上に形成される保護膜と、
　前記保護膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのソース電極として機能する部分を有
し、前記保護膜に形成されたスルーホールを通して前記薄膜トランジスタのソースと接続
されている、画素電極と、
　を備える画素を備える表示装置であって、
　前記データ線および前記ドレイン電極は１つの連続した層から作製され、
　前記画素電極および前記ソース電極は１つの連続した層から作製され、
　前記酸化物半導体層は前記ドレイン電極および前記ソース電極と直接に接続されている
ことを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
（８）本発明による表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、前記ドレイン電極
の上層に前記酸化物半導体層が形成され、該ドレイン電極および該酸化物半導体層の上層
に前記保護膜が形成されていることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
（９）本発明による表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、前記酸化物半導体
層の上層に前記ドレイン電極が形成され、該酸化物半導体層および該ドレイン電極の上層
に前記保護膜が形成されていることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
（１０）本発明による表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、前記酸化物半導
体層の上に前記保護膜が形成され、
　前記保護膜の上層に前記データ線が形成され、該データ線は、該保護膜に形成された別
のスルーホールを通して前記薄膜トランジスタのドレインと接続され、
　前記保護膜の上層に前記画素電極が形成され、該画素電極は、該保護膜に形成された前
記スルーホールを通して前記薄膜トランジスタのソースと接続されていることを特徴とす
る。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
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（１１）本発明による表示装置は、たとえば、（１０）の構成を前提とし、前記データ線
および前記画素電極が同一の導電膜から構成されていることを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
（１２）本発明による表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、前記データ線が
金属、金属および別の導電膜の積層膜、並びに金属および半導体膜の積層膜のうちの１つ
から構成され、
　前記画素電極が透明導電膜から構成されていることを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
（１３）本発明による表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、前記ゲート電極
と、前記ドレイン電極および前記ソース電極のうちの少なくとも一方が互いに重なりを持
つことを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
（１４）本発明による表示装置は、たとえば、（１）の構成を前提とし、前記酸化物半導
体層の領域の一部分を改質により低抵抗化し、該改質により低抵抗化した領域の部分に前
記データ線および前記画素電極のうちの少なくとも一方を接続することを特徴とする。
（１５）本発明による表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、前記酸化物半導
体層の領域の一部分を改質により低抵抗化し、該改質により低抵抗化した領域の部分に前
記データ線および前記画素電極のうちの少なくとも一方を接続することを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
（１６）本発明による表示装置は、たとえば、薄膜トランジスタのゲート電極として機能
する部分を有する、ゲート線と、
　ゲート絶縁膜と、
　該基板上に前記ゲート線および前記ゲート絶縁膜が順次形成される、基板と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極として機能する
部分を有する、データ線と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタのソース電極として機能する部
分を有する、画素電極と、
　前記ゲート電極の上の前記ゲート絶縁膜上に形成される酸化物半導体であって、前記薄
膜トランジスタのチャネルとして機能する部分を有する、酸化物半導体層と、
　前記データ線、前記画素電極、および前記半導体層上に形成される保護膜と、
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を備える画素を備える表示装置であって、
　（ａ）前記データ線、前記ドレイン電極、および前記チャネル、並びに（ｂ）前記ソー
ス電極、前記画素電極、および前記チャネルのうちの少なくとも一方は１つの連続した層
から作製され、該１つの連続した層は、前記チャネルを形成する第１の部分を有し、該１
つの連続した層は、前記データ線および前記画素電極のうちの少なくとも一方を形成する
第２の部分を有し、前記第１の部分は前記第２の部分の抵抗よりも高い抵抗を有すること
を特徴とする。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
（１７）本発明による表示装置は、たとえば、（１６）の構成を前提とし、前記データ線
が前記酸化物半導体層の前記改質により低抵抗化された領域の部分から構成され、該酸化
物半導体層の上層に前記保護膜が形成され、
　前記保護膜の上層に前記画素電極が形成され、該画素電極は、該保護膜に形成されたス
ルーホールを通して前記薄膜トランジスタのソースに接続されていることを特徴とする。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
（１８）本発明による表示装置は、たとえば、（１６）の構成を前提とし、前記ドレイン
電極が前記ゲート電極と重なりをもって形成され、
　前記ドレイン電極の上層に前記酸化物半導体層が形成され、
　前記酸化物半導体層の領域の一部分が低抵抗化されて前記画素電極が形成されているこ
とを特徴とする。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
（１９）本発明による表示装置は、たとえば、（１）の構成を前提とし、平板状の対向電
極に絶縁膜を介して重ねて配置される櫛歯形状の画素電極であって、
　前記平板状の対向電極は、コモン線を介して該櫛歯形状の画素電極に供給される映像信
号に対して基準となる電圧信号を供給されることを特徴とする。
（２０）本発明による表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、平板状の対向電
極に絶縁膜を介して重ねて配置される櫛歯形状の画素電極であって、
　前記平板状の対向電極は、コモン線を介して該櫛歯形状の画素電極に供給される映像信
号に対して基準となる電圧信号を供給されることを特徴とする。
（２１）本発明による表示装置は、たとえば、（１６）の構成を前提とし、平板状の対向
電極に絶縁膜を介して重ねて配置される櫛歯形状の画素電極であって、
　前記平板状の対向電極は、コモン線を介して該櫛歯形状の画素電極に供給される映像信
号に対して基準となる電圧信号を供給されることを特徴とする。
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